
  2012年 2月 1日 

法律実務学会専門家ネットワーク 

１． 基本組織 

 IT総会 

                 会長・副会長     理事会     常任理事会 

 IT理事会 

 

  

事業    国際交流  第三者委員会    出版委員会   研究所    政策検討委員会  実務学会    救済センター  支部委員会    総務企画委員会    会員クラブ 

委員会   委員会   独立・中立の   出版企画・    データベース 総合研究会開催  判例研究会開催 争訟支援・研究  支部情報の交換  総会・理事会開催   就職情報 

各企業の        立場で意見書   当面は 3月 11   専門登録    公開討論会開催  研修会開催              支部設置活動    研究会の設置・運営  健康情報 

協賛を得て、      をまとめ、公   日出版企画を   専門家養成  社会保障と税一                                      便利情報の提供 

会員にメリット     表する      行う              体改革・TPP・  判例研究会                     各研究会      と交換 

のある事業を行う                             消費税増税問題 

                                     等のシンポ開催 

２． 執行部  （※現在：会長１・副会長３・支部１６・理事３０・監事２） 

 顧問  会長    １人 

 

     副会長  １０人- - 

 

 監事  専務理事 ２０人- -  

 

     理事   ３０人 

 

  専門家ネットワーク １０００人～30万人（士業及び企業参加） 

 

   実務公法学会  ３００人（全士業参加） 

 

   公法研究会   ２００人（弁護士会） 

３． HP、ML 

① 会員ML 

② 研究会ML 

③ 理事会ML 

④ 部会ML 

⑤ 学会 HP 

⑥ MOBILE ML 

⑦ 専門家ネットワークHP リンク 

４．専門家ネットワークの会員    

 ① 正会員 

② 名誉会員 

③ 法人会員 

④ 賛助会員 

⑤ 学生会員 

５．活動目的 

 ① 専門家 30万人をインターネットを通じてネットワーク化する。 

 ② 会員による専門情報の交換 

 ③ 会員に対する業務支援と便利情報の供与 

 ④ ロースクール・法務研究財団・レキシス化・TKC社などと提携し、実業家 

   中心のシンクタンクを作る。 

 ⑤ 各人が、情報発信し、東日本大震災復興や我国財政破綻の克服方法を考える。 

弁護士会・行政書士会・税理士会など、

研究者、法科大学院、財務省 OB、法

務省 OB、地方支部などから、各 1名

の副会長や専務理事を選任する。 

 


